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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットを介して送信されてくる複数の圧縮されたストリーミングコンテンツデ
ータおよび圧縮されたディジタル放送信号の少なくとも一方のコンテンツを受信する第１
の受信手段と、
　上記第１の受信手段によって受信された上記コンテンツをデコードするデコード手段と
、
　上記デコード手段によってデコードされた上記コンテンツを表示する第１の表示手段と
、
　上記第１の受信手段によって受信可能な上記複数の圧縮されたストリーミングコンテン
ツデータおよび圧縮されたディジタル放送信号から捕捉した各コンテンツの内容を示す画
像に対する間引きにより縮小化されたそれぞれのインデックス画像を生成するインデック
ス画像生成手段と、
　上記インデックス画像生成手段により生成された上記それぞれのインデックス画像を第
２の表示手段に送出する無線通信手段と、
　上記無線通信手段によって送出された上記それぞれのインデックス画像に基づいて、上
記ストリーミングコンテンツデータおよび上記ディジタル放送信号の少なくとも一方のコ
ンテンツの中で何れかが選択された場合に、上記選択されたコンテンツへの切り替え要求
を上記第２の表示手段から受信する第２の受信手段と、
　上記第２の受信手段によって受信された上記切り替え要求に応じて上記選択されたコン



(2) JP 4352797 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

テンツを受信するように、上記第１の受信手段を制御する制御手段と、
　上記第２の表示手段に対してコンテンツを送信して表示する場合に、送信されるコンテ
ンツデータの解像度を低下させるダウンコンバート手段と、
　上記ダウンコンバート手段によって解像度が低下された上記コンテンツデータを暗号化
する暗号化手段と
　を備え、
　上記暗号化手段の出力暗号化データを上記無線通信手段によって、上記第２の表示手段
へ送出する受信装置。
【請求項２】
　上記インデックス画像は、上記第１の受信手段によって受信可能な上記複数の圧縮され
たストリーミングコンテンツデータおよび圧縮されたディジタル放送信号の内容の画像を
分割画面として表示するものである請求項１記載の受信装置。
【請求項３】
　インターネットを介して送信されてくる複数の圧縮されたストリーミングコンテンツデ
ータおよび圧縮されたディジタル放送信号の少なくとも一方のコンテンツを受信する第１
の受信ステップと、
　上記第１の受信ステップによって受信された上記コンテンツをデコードするデコードス
テップと、
　上記デコードステップによってデコードされた上記コンテンツを第１の表示手段に表示
する第１の表示ステップと、
　上記第１の受信ステップによって受信可能な上記複数の圧縮されたストリーミングコン
テンツデータおよび圧縮されたディジタル放送信号から捕捉した各コンテンツの内容を示
す画像に対する間引きにより縮小化されたそれぞれのインデックス画像を生成するインデ
ックス画像生成ステップと、
　上記インデックス画像生成ステップにより生成された上記それぞれのインデックス画像
を無線通信手段によって第２の表示手段に送出する無線通信ステップと、
　上記無線通信ステップによって送出された上記それぞれのインデックス画像に基づいて
、上記ストリーミングコンテンツデータおよび上記ディジタル放送信号の少なくとも一方
のコンテンツの中で何れかが選択された場合に、上記選択されたコンテンツへの切り替え
要求を上記第２の表示手段から受信する第２の受信ステップと、
　上記第２の受信ステップによって受信された上記切り替え要求に応じて上記選択された
コンテンツを受信するように、上記第１の受信ステップを制御する制御ステップと、
　上記第２の表示手段に対してコンテンツを送信して表示する場合に、送信されるコンテ
ンツデータの解像度を低下させるダウンコンバートステップと、
　上記ダウンコンバートステップによって解像度が低下された上記コンテンツデータを暗
号化する暗号化ステップと
　を備え、
　上記暗号化ステップによる出力暗号化データを上記無線通信手段によって、上記第２の
表示手段へ送出する受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、テレビジョン放送番組およびインターネットを介して受信したコンテンツ
の視聴を行う受信装置および受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、インターネットに高速にアクセスするネットワーク手段であるブロードバン
ドが急速に台頭している。ブロードバンドの具体例は、ＣＡＴＶ(cable television)を使
用したケーブルインターネット、ＡＤＳＬ(Asymmetric Digital Subscriber Line)、ＦＴ
ＴＨ(Fiber To The Home) 等である。また、ストリーミング・ビデオの符号化方式として
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、ＭＰＥＧ４(Moving Picture Experts Group Phase 4)、Windows （登録商標）Media Pl
ayer,RealVideo等が提案され、それらの開発が進んでいる。その結果、家庭における受信
装置は、放送電波を介して提供される番組以外に、ブロードバンドを介して提供されるス
トリーミングコンテンツも視聴できることが望まれている。
【０００３】
　従来では、テレビジョン放送とインターネット端末を組み合わせた商品が存在していた
が、ブロードバンド対応ではなく、ストリーミングコンテンツを視聴できなかった。テレ
ビジョン放送番組およびストリーミングコンテンツの両方を視聴可能とした場合に、この
発明では、視聴のための操作性を向上させる目的で、１次ディスプレイに加えて２次ディ
スプレイが使用される。
【０００４】
　従来、ディジタル放送受信機として、大型のスクリーンを有するディスプレイ本体と別
に小型のディスプレイを有する補助入出力装置を設け、ディスプレイ本体と補助入出力装
置とが無線で接続された構成が下記の特許文献１に記載されている。特許文献１に記載の
装置は、補助入出力装置がスクリーン上にタッチパネルが配された構成とされ、受信テレ
ビジョン放送から分離された電子番組表を補助入出力装置上に表示し、所望の番組を選択
したり、所望の番組の録画予約を行う操作を補助入出力装置のタッチパネルを通じて行う
ものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２０３９０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　解決しようとする問題点は、２次ディスプレイを備えた受信装置において、１次ディス
プレイで視聴するコンテンツと２次ディスプレイで視聴するコンテンツとの切り換えを自
由に行うことを可能とし、その切り換えの操作性を改善することにある。また、２次ディ
スプレイに対してコンテンツを１次側から送信する場合に、コンテンツの保護が確実に行
うことを可能とする必要がある。さらに、２次ディスプレイの機能をコンテンツの視聴の
みならず、コンテンツの選択装置或いはリモートコマンダの機能に拡張するものである。
【０００７】
　したがって、この発明の目的は、二つのディスプレイを備えたシステムであって、二つ
のディスプレイの切り替え、各ディスプレイに表示されるコンテンツの切り替え等の操作
を良好になしうる受信装置および受信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するために、この発明は、インターネットを介して送信されてくる
複数の圧縮されたストリーミングコンテンツデータおよび圧縮されたディジタル放送信号
の少なくとも一方のコンテンツを受信する第１の受信手段と、
　第１の受信手段によって受信されたコンテンツをデコードするデコード手段と、
　デコード手段によってデコードされたコンテンツを表示する第１の表示手段と、
　第１の受信手段によって受信可能な複数の圧縮されたストリーミングコンテンツデータ
および圧縮されたディジタル放送信号から捕捉した各コンテンツの内容を示す画像に対す
る間引きにより縮小化されたそれぞれのインデックス画像を生成するインデックス画像生
成手段と、
　インデックス画像生成手段により生成されたそれぞれのインデックス画像を第２の表示
手段に送出する無線通信手段と、
　無線通信手段によって送出されたそれぞれのインデックス画像に基づいて、ストリーミ
ングコンテンツデータおよびディジタル放送信号の少なくとも一方のコンテンツの中で何
れかが選択された場合に、選択されたコンテンツへの切り替え要求を第２の表示手段から
受信する第２の受信手段と、
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　第２の受信手段によって受信された切り替え要求に応じて選択されたコンテンツを受信
するように、第１の受信手段を制御する制御手段と、
　第２の表示手段に対してコンテンツを送信して表示する場合に、送信されるコンテンツ
データの解像度を低下させるダウンコンバート手段と、
　ダウンコンバート手段によって解像度が低下されたコンテンツデータを暗号化する暗号
化手段と
　を備え、
　暗号化手段の出力暗号化データを無線通信手段によって、第２の表示手段へ送出する受
信装置である。
【０００９】
　また、この発明は、インターネットを介して送信されてくる複数の圧縮されたストリー
ミングコンテンツデータおよび圧縮されたディジタル放送信号の少なくとも一方のコンテ
ンツを受信する第１の受信ステップと、
　第１の受信ステップによって受信されたコンテンツをデコードするデコードステップと
、
　デコードステップによってデコードされたコンテンツを第１の表示手段に表示する第１
の表示ステップと、
　第１の受信ステップによって受信可能な複数の圧縮されたストリーミングコンテンツデ
ータおよび圧縮されたディジタル放送信号から捕捉した各コンテンツの内容を示す画像に
対する間引きにより縮小化されたそれぞれのインデックス画像を生成するインデックス画
像生成ステップと、
　インデックス画像生成ステップにより生成されたそれぞれのインデックス画像を無線通
信手段によって第２の表示手段に送出する無線通信ステップと、
　無線通信ステップによって送出されたそれぞれのインデックス画像に基づいて、ストリ
ーミングコンテンツデータおよびディジタル放送信号の少なくとも一方のコンテンツの中
で何れかが選択された場合に、選択されたコンテンツへの切り替え要求を第２の表示手段
から受信する第２の受信ステップと、
　第２の受信ステップによって受信された切り替え要求に応じて選択されたコンテンツを
受信するように、第１の受信ステップを制御する制御ステップと、
　第２の表示手段に対してコンテンツを送信して表示する場合に、送信されるコンテンツ
データの解像度を低下させるダウンコンバートステップと、
　ダウンコンバートステップによって解像度が低下されたコンテンツデータを暗号化する
暗号化ステップと
　を備え、
　暗号化ステップによる出力暗号化データを無線通信手段によって、第２の表示手段へ送
出する受信方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明では、二つのディスプレイを有するシステムにおいて、放送コンテンツまたは
ストリーミングコンテンツの著作権を保護することができる。また、この発明は、放送コ
ンテンツとストリーミングコンテンツとをシームレスに視聴できるシステムを実現できる
。また、この発明では、インターネットを介して現に１次ディスプレイのシステムにおい
て視聴中の放送番組に関連する情報を２次ディスプレイ上で表示させることができる。こ
の発明では、インデックス表示によって、１次ディスプレイによって視聴可能な全番組の
内容を一元的に把握することができ、その中で希望する番組を決定することができ、１次
ディスプレイ側でチャンネルを順次切り換えて放送中の番組の内容を調べる必要をなくす
ことができる。
【００１１】
　また、この発明では、１次ディスプレイと２次ディスプレイの間で、視聴しているコン
テンツを双方向にやりとりすることができる。２次ディスプレイは、表示機能と共にリモ
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ートコントロールのコマンダとしての機能を持つことができるので、コマンダが増えすぎ
ることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、この発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。図１において、参照
符号１がこの発明が適用された表示システムの全体を示す。参照符号２がＰＤＰ(Plasma
Display Panel)、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display) 等の大型の表示パネルを有する第１
の表示部（以下、１次ディスプレイと適宜称する）を示し、参照符号３が小型な第２のデ
ィスプレイ（以下、２次ディスプレイと適宜称する）を示す。２次ディスプレイ３は、小
型例えば７インチのＬＣＤにタッチパネルが積層された構成とされ、受け台４上に置かれ
、必要に応じてユーザが持ち運び可能とされている。以下の説明では、２次ディスプレイ
３は、ＬＣＤ、タッチパネルのみならず、１次ディスプレイ側との通信、圧縮／伸張処理
、システム制御等のための構成も含む用語として使用されている。
【００１３】
　１次ディスプレイ２に対してメディアレシーバ５を通じて表示すべき映像信号が供給さ
れる。映像信号は、放送信号またはインターネットを介して配信されるストリーミングデ
ータである。放送信号は、アンテナ６で受信され、ストリーミングデータは、スイッチ７
で分岐され、ＬＡＮ(Local Area Network)を介してメディアレシーバ５に供給される。ス
イッチ７の他の分岐に対してパーソナルコンピュータ８が接続されている。
【００１４】
　インターネット１０を介して配信されたストリーミングデータがＡＤＳＬ(Asymmetric
Digital Subscriber Line)ＭＯＤＥＭ(modulator-demodulator) ９のＷＡＮ(Wide Area N
etwork) 側に入力され、ＭＯＤＥＭ９のＬＡＮ側にスイッチ７が接続される。ＡＤＳＬは
、ブロードバンド接続の一例であり、外にＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ等を使用したブロードバン
ド接続を介して映像コンテンツを受信するようにしても良い。さらに、ＩＰ(Internet Pr
otocol)ストリーミング放送を利用してストリーミングデータを得るようにすることも可
能である。なお、通常は、映像コンテンツに音声データが付随している。
【００１５】
　メディアレシーバ５は、１次ディスプレイ２および２次ディスプレイ３のそれぞれに対
して別々のテレビジョン放送番組を供給することを可能とするために、２個のチューナを
有する。メディアレシーバ５は、無線ＬＡＮのアクセスポイント１１を介して２次ディス
プレイ３に対して映像信号を送信する。一方、２次ディスプレイ３からアクセスポイント
１１に対して、リモコン信号等の制御用データを送信でき、双方向通信が可能とされてい
る。例えばＩＥＥＥ(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11 の無
線方式を使用でき、その中の例えば802.11a の規格を使用できる。この規格は、5.2 ＧHz
の周波数を使用し、最大で５４Ｍbps の伝送速度を実現できるものである。
【００１６】
　図２は、１次ディスプレイ２および２次ディスプレイ３からなる表示システムの一例の
構成をより詳細に示すものである。１次ディスプレイ２は、例えば３０インチ以上の比較
的大型の表示パネル２１とその駆動部（図示しない）を備える。
【００１７】
　メディアレシーバ５には、地上波受信用のメインチューナ２２ａおよびサブチューナ２
２ｂが含まれる。参照符号２３は、ＢＳ(Broadcasting Satellite)および１１０°ＣＳ(C
ommunicaton Satellite)受信用のディジタルチューナである。図示が省略されているが、
チューナ２２ａおよび２２ｂには、ＵＨＦ／ＶＨＦアンテナの出力が供給され、ディジタ
ルチューナ２３には、ＢＳ／１１０°ＣＳ受信用のパラボラアンテナの出力が供給される
。一実施形態では、メインチューナ２２ａが１次ディスプレイ２のために使用され、サブ
チューナ２２ｂが２次ディスプレイ３のために使用される。
【００１８】
　メインチューナ２２ａおよびサブチューナ２２ｂのそれぞれ映像信号がＡＶスイッチ２
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４に供給される。ＡＶスイッチ２４の出力映像信号が画像処理部２５および信号処理部３
２に対して入力される。画像処理部２５は、解像度をより高める等の画質を改善するため
の画像処理を行う。
【００１９】
　画像処理部２５の出力信号がディスプレイインターフェースである、ＤＶＩ(Digital V
isual Interface)２６を介して１次ディスプレイ２の表示パネル２１に対して入力される
。ＤＶＩ２６の前段には、図示しないが、表示パネル２１の画質調整回路が設けられてい
る。さらに、表示パネル２１に対してディジタル映像信号を供給する場合に、放送コンテ
ンツの不正なコピーを防止するコピー防止信号も出力される。例えばＨＤＣＰ(High band
with Digital Content Protection)をコピーを防止するために使用することができる。
【００２０】
　ディジタルチューナ２３の出力信号がビデオデコーダ２７に対して入力される。例えば
ＭＰＥＧ２(Moving Picture Experts Group Phase 2)の復号がビデオデコーダ２７によっ
てなされる。ビデオデコーダ２７からのＨＤ(HIgh Definition) 映像信号が画像処理部２
５に供給され、ＤＶＩ２６を介して表示パネル２１に対して入力される。
【００２１】
　ビデオデコーダ２７は、ＳＤ(Standard Definition) 映像信号例えば４８０Ｉ（有効ラ
イン数が４８０本のインタレース信号）を信号処理部３２に対して出力する機能を有する
。なお、参照符号２８は、１次ディスプレイ２およびメディアレシーバ５の動作を制御す
るシステムコントローラであり、ＣＰＵ(Central Processing Unit) から構成されている
。例えばシステムコントローラ２８は、メインチューナ２２ａおよびサブチューナ２２ｂ
の両者の選局状態をそれぞれ制御し、制御のために各チューナの現在の選局状態の情報を
持っている。
【００２２】
　インターネットを介して受け取ったストリーミングデータおよびホームページ等のＨＴ
ＭＬ(Hypertext Markup Language)コンテンツのデータがＬＡＮ３１を介して信号処理部
３２に対して供給される。信号処理部３２は、二つのＤＳＰ(Digital Signal Processor)
３３および３４がバス例えばＰＣＩ(Peripheral Component Interconnect) ３５に接続さ
れ、ＣＰＵで構成されているコントローラ３６がブリッジ３７を介してＰＣＩ３５に接続
されている。
【００２３】
　信号処理部３２は、入力されたストリーミングデータの復号（例えばＭＰＥＧ４、Wind
ows（登録商標）Media Player,RealVideo等の符号化の復号）を行う。復号された映像信
号が画像処理部２５に供給され、１次ディスプレイ２によって表示される。したがって、
１次ディスプレイ２では、メインチューナ２２ａおよびディジタルチューナ２３のそれぞ
れからの放送信号を表示でき、また、ブロードバンドを介して受け取ったＨＴＭＬコンテ
ンツおよびストリーミングコンテンツを表示できる。
【００２４】
　信号処理部３２は、サブチューナ２２ｂおよびディジタルチューナ２３からの映像信号
を暗号化し、さらに、暗号化した映像信号を無線で送信可能なフォーマットに変換し、ア
クセスポイント１１を介して２次ディスプレイ３に送出する。ブロードバンドを介して受
信したストリーミングコンテンツを２次ディスプレイ３において表示する時には、信号処
理部３２では、復号がなされず、ストリーミング圧縮フォーマットにて圧縮された状態の
まま、すなわち、スルーでアクセスポイント１１を介して２次ディスプレイ３に対して送
出する。一方、アクセスポイント１１で受信された２次ディスプレイ３からのリモコン信
号等の制御信号を処理し、１次ディスプレイ側のシステムコントローラ２８に対して送出
する。この場合、ストリーミングコンテンツの復号処理は、２次ディスプレイ３において
なされる。
【００２５】
　２次ディスプレイ３は、アクセスポイント１１と無線通信を行う送受信機４１を有し、
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送受信機４１に対して信号処理部４２が接続されている。信号処理部４２は、２次ディス
プレイ３の動作を制御するシステムコントローラ４３とＤＳＰ４４がＰＣＩ４５を介して
接続された構成とされている。
【００２６】
　信号処理部４２に対して、表示パネル例えばＬＣＤ４６と、ＬＣＤ４６の画面に積層さ
れた透明なタッチパネル４７と、スピーカ４８と、メモリカード４９とが接続されている
。さらに、電源としてのバッテリ５０が設けられている。バッテリ５０は、例えば受け台
（図１参照）内に収納された電源供給回路からの電源で充電されることが可能とされてい
る。信号処理部４２は、アクセスポイント１１から受信した暗号化映像信号を復号し、ま
た、インターネットを介して受信したデータを復号し、復号信号をＬＣＤ４６に表示する
。さらに、タッチパネル４７の操作で発生したリモコン信号、コマンド等を１次ディスプ
レイ２側に送信する。さらに、メモリカード４９に格納されている静止画データを復号し
、ＬＣＤ４６に表示する機能を有している。
【００２７】
　上述したこの発明の一実施形態による表示システムの動作について以下に説明する。メ
インチューナ２２ａにて復調されたベースバンドのアナログ映像信号は、ディジタル信号
に変換されて、画像処理部２５で画質改善の処理、並びにインタレース・プログレッシブ
変換の処理を受けた後にＤＶＩ２６を介して表示パネル２１に対して出力される。
【００２８】
　また、サブチューナ２２ｂにて復調されたベースバンドアナログ信号は、信号処理部３
２に供給され、ディジタル信号に変換されてからＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４等のディジタル
圧縮フォーマットで圧縮される。そして、圧縮映像信号が暗号化の処理を受けてからアク
セスポイント１１を介して無線ＬＡＮで２次ディスプレイ３に対して送信される。２次デ
ィスプレイ３の信号処理部４２にて暗号化の復号、および伸張処理を受け、ＬＣＤ４６に
て表示される。
【００２９】
　入力ソースがディジタル放送信号の場合では、ディジタルチューナ２３にディジタル放
送信号が入力され、ディジタルチューナ２３のディジタルフロントエンドブロックにて復
調された後にビデオデコーダ２７でディジタルビデオ信号が復号される。ディジタルビデ
オ信号が画像処理部２５およびＤＶＩ２６を介して表示パネル２１に表示される。
【００３０】
　ビデオデコーダ２７から出力されるＳＤ信号例えば４８０Ｉの映像信号は、信号処理部
３２に送られ、信号処理部３２によってディジタル圧縮フォーマットにて圧縮され、暗号
化される。そして、無線ＬＡＮのアクセスポイント１１から２次ディスプレイ３に対して
送信される。また、入力ソースがＨＤ信号の場合では、ＳＤ信号例えば４８０Ｉの映像信
号へダウンコンバートしてから信号処理部３２に対して送る。ダウンコンバートは、ディ
ジタル放送コンテンツの著作権保護のために行う処理である。
【００３１】
　入力ソースがインターネットからのストリーミングコンテンツの場合では、ＬＡＮ３１
から入力された信号が信号処理部３２において、ストリーミング圧縮フォーマット（ＭＰ
ＥＧ４、Windows（登録商標）Media Player,RealVideo等）に応じてストリーミングデコ
ード処理がなされ、画像処理部２５およびＤＶＩ２６を介して表示パネル２１に対して送
られる。
【００３２】
　また、２次ディスプレイ３においてストリーミングコンテンツを表示する場合には、信
号処理部３２においてデコード処理を受けずに、ストリーミング圧縮フォーマットで圧縮
された状態のままで、無線ＬＡＮによって２次ディスプレイ３に対して送出される。そし
て、２次ディスプレイ３の信号処理部４２によってストリーミング圧縮の復号処理がなさ
れ、ＬＣＤ４６に復号された映像が表示されると共に、復号された音声がスピーカ４８に
より再生される。この処理によって、ストリーミングコンテンツの復号および再符号化の
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処理によるコンテンツの劣化を防止することができる。
【００３３】
　この発明の一実施形態による受信システムにおいては、以下に述べるように、著作権保
護がなされる。最初にアナログ放送信号のコンテンツに関しては、そのコンテンツがアナ
ログコピーを制限するものであれば、２次ディスプレイ３に送出する前に、信号処理部３
２において、ディジタル圧縮し、さらに、コンテンツ保護対策として、暗号化方法例えば
３ＤＥＳ(Data Encryption Standard)、ＡＥＳ(Advanced Encryption Standard)等によっ
て暗号化する。例えばマクロビジョン方式のコピー制限信号がアナログ映像信号に対して
付加されている場合には、アナログコピーが制限される。
【００３４】
　さらに、伝送系の保護対策として、無線ＬＡＮの伝送で使用されている暗号化方法で伝
送路上の暗号化を施す。例えばＲＣ４((Rivest Cipher) 4 Stream Cipher)が無線ＬＡＮ(
IEEE 802.11)において使用され、暗号鍵の生成アルゴリズムとしてＷＥＰ(Wired Equival
ent Privacy protocol)が使用される。ＷＥＰでは、ＩＶ(Initial Vector)と共通鍵から
暗号鍵を生成して、ネットワークのパケットが暗号化されている。このように、コンテン
ツ保護対策の第１の暗号化と、伝送系の保護対策の第２の暗号化とをアナログ放送信号の
コンテンツに対して施す。
【００３５】
　２次ディスプレイ３側では、１次側と通信の上で認証を行った上で、無線ＬＡＮの送受
信機４１にて伝送路上の暗号化を復号し、さらに、信号処理部４２において、コンテンツ
保護用の暗号化を復号するようになされる。２次ディスプレイ３がアナログ録画機能を有
している場合には、マクロビジョン信号を検出することによって録画前に録画制限をかけ
ることができる。また、２次ディスプレイ３が外部出力インターフェースを有する場合に
は、マクロビジョン信号を付加したままでアナログ映像信号を出力することによって、外
部の記録機器に対して同様にコピー制限を行うことができる。
【００３６】
　次に、ディジタル放送信号のコンテンツに関する著作権保護について説明する。一実施
形態では、一つのディジタルチューナ２３が設けれている例である。この例では、著作権
保護の機能を有するコンディショナルアクセスの機構が一つ（具体的には、ＩＣカードが
１枚）であり、ディジタルチューナ２３において暗号化が復号されたデータがビデオデコ
ーダ２７を通って１次ディスプレイ２に出力される。コンディショナルアクセスの機構は
、ディジタルチューナの数に依存する。異なったディジタル放送コンテンツを１次ディス
プレイ２および２次ディスプレイ３において同時に視聴するために、それぞれがコンディ
ショナルアクセスの機構を有する２個のディジタルチューナを設けても良い。
【００３７】
　さらに、上述したように、ディジタル放送信号のコンテンツを２次ディスプレイ３で視
聴する場合では、ディジタル圧縮されたままの信号を２次ディスプレイ３に送出せずに、
一旦ビデオデコーダ２７で復号したアナログ信号を信号処理部３２に供給し、信号処理部
３２において、家庭内の伝送に適した圧縮方式で再符号化し、アナログ放送信号の著作権
保護と同様に、コンテンツ保護のための暗号化と、伝送保護のための暗号化との二重の暗
号化を施して２次ディスプレイ３に送出する。また、ディジタル放送のＨＤコンテンツの
場合では、４８０ＩのＳＤコンテンツにダウンコンバートされて２次ディスプレイ３に送
出されるので、仮に暗号が解読されてもＨＤコンテンツの著作権を実質的に保護すること
ができる。このように、メディアレシーバ５（１次ディスプレイ２）および２次ディスプ
レイ３の間で伝送されるコンテンツの著作権保護を高い安全性でもってなしうる。
【００３８】
　テレビジョン放送番組の関連情報例えばドラマに関するあらすじ、出演者等をインター
ネット上の所定のＵＲＬ(Uniform Resource Locator)のサイトで閲覧可能とされている。
１次ディスプレイ側のメディアレシーバ５のシステムコントローラ２８は、メインチュー
ナ２２ａを制御するために、メインチューナ２２ａの現在の選局状態に関する選局情報を
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有している。この選局情報が２次ディスプレイ３の信号処理部４２のシステムコントロー
ラ４３に対して送出される。
【００３９】
　２次ディスプレイ３には、インターネット情報の閲覧・表示のためのブラウザと、番組
およびＵＲＬの対応関係を示すデータベースとが搭載されている。１次ディスプレイ５か
ら受け取った選局情報例えば選局チャンネルと現在時刻の情報から視聴中の番組が分かり
、データベースからその番組の関連サイトのＵＲＬが分かる。そして、インターネット１
０を介してそのサイトにアクセスし、視聴中の番組の関連情報を取得し、２次ディスプレ
イ３に表示する。すなわち、１次ディスプレイの大型の表示パネル２１に放送番組を表示
しながら、２次ディスプレイ３のＬＣＤ４６に視聴中の放送番組の関連情報を表示するこ
とができる。表示パネル２１の画面には、関連情報を表示しないので、関連情報によって
番組の視聴が妨げられるおそれがなく、また、手元のＬＣＤ４６で関連情報を見るので、
小さな文字を容易にみることができる。
【００４０】
　なお、放送信号中に含まれる関連情報のアクセスに必要な信号を検出し、検出した信号
に基づいて関連情報のサイトにアクセスするようにしても良い。例えば放送局から番組送
出時にトリガーとなるデータ信号を送出し、このデータ信号を検出することによって自動
的に関連するサイトのＵＲＬを検出するようにしても良い。
【００４１】
　上述した表示システムにおいて、視聴する放送番組の選択や、インターネットのコンテ
ンツの選択は、タッチパネル４７を使用したＧＵＩ(Graphical User Interface)によって
なされる。タッチパネル４７では、タッチおよびリリース操作、すなわち、１回の操作で
所望のコンテンツを選択できるようにされる。
【００４２】
　図３は、タッチパネル４７の右側のセンサー部５１ｂに指５２（またはタッチペン）が
タッチした時に表示される被選択表示例えばメニュー表示５４を示す。センサー部５１ｂ
にタッチしたまま指５２を上下させると、指５２とほぼ同じ高さのメニュー項目のみがハ
イライトされる。図５では、メニュー項目のチャンネルリストがハイライトされている状
態を示す。
【００４３】
　そして、ハイライトされているメニュー項目の位置で指５２がリリースされると、その
メニュー項目が選択される。選択されたメニュー項目に対応する下位階層の画面が表示さ
れる。図３では、省略しているが、メニュー表示５４が表示される場合に、タッチパネル
４７の表示・センサー部５１ａには、２次ディスプレイ３のＬＣＤ４６の画像が表示され
ている。
【００４４】
　なお、指５２の位置がセンサー部５１ｂ上であるが、横にメニュー項目が無い位置の場
合には、メニュー項目がハイライトされない。すなわち、６個のメニュー項目が配列され
た範囲以外の上または下側の領域にタッチした時には、隣接するボタンがないので、どの
ボタンもハイライトされない。この状態で、センサー部５１ｂから指を離した場合には、
選択行為がキャンセルされたものと判断され、処理が終了し、状態が変化しないで、メニ
ュー表示５４の表示が継続する。
【００４５】
　さらに、指５２をＬＣＤ４６の表示面とほぼ等しい大きさの表示・センサー部５１ａに
ずらした場合には、選択行為がキャンセルされたものと判断され、処理が終了し、メニュ
ー表示５４の表示が消える。この場合は、その後に指５２をタッチパネル４７から離して
も状態が変化しない。
【００４６】
　図４は、「テレビチャンネルリスト」のメニュー項目が選択された場合の表示５５の一
例である。地上波、ＢＳ、ＣＳ、入力（ビデオ１～ビデオ４）のチャンネルがＬＣＤ４６
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に表示され、タッチパネル４７の表示・センサー部５１ａによって、所望のチャンネルの
選択が可能とされている。図４のチャンネルリストは、例えば１次ディスプレイ２に表示
されるものを示すリストの表示である。
【００４７】
　図５は、「チャンネルリスト」のメニュー項目が選択された場合の表示５６の一例であ
る。これは、２次ディスプレイ３で視聴可能な全てのコンテンツのリストを示している。
図４に示されているテレビジョン放送のコンテンツを視聴するためのテレビジョンのチャ
ンネルおよびビデオ入力に加えて、インターネットを介して受信されるニュース、ブロー
ドバンドを介して受信されるストリーミングコンテンツ等のチャンネルがＬＣＤ４６に表
示され、タッチパネル４７の表示・センサー部５１ａによって、所望のチャンネルの選択
が可能とされている。
【００４８】
　図５の表示５６の例のように、２次ディスプレイ３のＬＣＤ４６上に受信可能なソース
の全てのリストを一元表示することによって、テレビジョン放送およびインターネットを
区別することなく、一つの選択操作によって所望のコンテンツを選択できる。言い換える
と、放送コンテンツと、動画や静止画等の画像および音声を含んだネットワーク配信コン
テンツとをシームレスに選択することが可能となる。
【００４９】
　図６は、「ＴＶリモコン」のメニュー項目が選択された場合の表示５７の一例である。
ＬＣＤ４６の画面にリモコン用のボタンが表示され、タッチパネル４７の表示・センサー
部５１ａにおいて、所望のボタンを押すことによって、１次ディスプレイ２およびメディ
アレシーバ５を制御することが可能とされている。リモコン用のボタンは、テンキー、音
量増減、チャンネル切換等のボタンである。このように、２次ディスプレイ３がリモート
コントロールのコマンダとしての機能を持つことによって、別個にコマンダを用意する必
要がなく、コマンダが家庭内で増えすぎることを防止できる。なお、１次ディスプレイ２
のリモートコントロール以外に録画機器等のＡＶ機器のリモートコントロールのモードを
用意しても良い。
【００５０】
　図示を省略するが、「メモリスティック（商品名）」のメニュー項目が選択された場合
、「インターネット」のメニュー項目が選択された場合の表示、並びに「セットアップ」
のメニュー項目が選択された場合に応じた表示がＬＣＤ４６上に表示される。
【００５１】
　上述した２次ディスプレイ３に表示されるメニュー画面、チャンネルリストの画面、リ
モートコントロールのコマンダ等のＧＵＩ用の操作画面は、一例であって、他の構成が可
能である。一実施形態では、インターネットに接続可能なシステムであるので、ユーザの
嗜好に合わせて好みのＧＵＩ用の操作画面をシステム専用のサービス用のサイトからダウ
ンロードすることが可能とされている。ネットワーク以外にＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、メモ
リカード等の記録媒体によって好みのＧＵＩ用の操作画面を２次ディスプレイ３を制御す
るコントローラにインストールすることようにしても良い。さらに、ＧＵＩ用の操作画面
のバージョンアップに対応することが可能とされて。このようにＧＵＩ用の操作画面をユ
ーザの好みに合わせて変更することによって、機器を買い換えることなく、ユーザにとっ
て最も利用し易いＧＵＩが提供され，操作性を向上できる。
【００５２】
　次に、１次ディスプレイ２によって視聴するためのコンテンツを選択する操作について
説明する。一実施形態においては、選局操作の一つは、上述したように、２次ディスプレ
イ３によって、チャンネルリストを表示して視聴するコンテンツを指示する操作であり、
他のものは、２次ディスプレイ３に表示したリモートコントロールの画面を操作するもの
である。さらに、必要に応じて別個のコマンダの操作によって選局操作をしても良い。
【００５３】
　一般的に、視聴したいコンテンツを探すために、大型の１次ディスプレイ２をリモート
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コントロールのコマンダで制御して、チャンネルの切り換えを頻繁に行うと、映像および
音声が煩雑に切り換わり、本人および他の視聴者が不快と感じることがあった。この問題
を解決するために、一実施形態では、上述した選局操作の他に、番組インデックス指示の
選局操作が可能とされている。番組インデックス指示の選局操作では、２次ディスプレイ
３によって視聴可能なチャンネルのコンテンツの内容を一覧表示し、一覧表示によって視
聴するチャンネルを決定し、その後に決定したチャンネルが１次ディスプレイ２に表示さ
れるように指示がなされる。
【００５４】
　図７は、番組インデックス指示の選局操作を時系列の流れに沿って説明するための略線
図である。最初に２次ディスプレイ３におけるユーザの操作によって番組インデックス指
示のコマンドを発生し、コマンドを無線ＬＡＮを介して１次チューナ２のシステムコント
ローラ２８に対して伝送する（ステップＳ１）。
【００５５】
　システムコントローラ２８は、サブチューナ２２ｂに対して、サブチューナ２２ｂが順
次選局動作を行うように制御する。サブチューナ２２ｂで受信した信号が信号処理部３２
に供給される。信号処理部３２は、サブチューナ２２ｂが順に選局した各チャンネルの番
組から１枚の静止画像を捕捉する。捕捉した静止画像（インデックス画像と称する）が信
号処理部３２において圧縮例えば間引きによる縮小化とＪＰＥＧ（（Joint Photographic
 Experts Group)符号化とによる圧縮がなされる。１回の順次選局で各チャンネルから１
枚ずつのインデックス画像が捕捉される。補正されたインデックス画像は、２回目の順次
選局動作によって新たなインデックス画像が捕捉されるまで保持される。
【００５６】
　１次ディスプレイ側のアクセスポイント１１を通じて２次ディスプレイ側へ圧縮インデ
ックス画像が無線で送信される（ステップＳ２）。２次ディスプレイ３では、送受信機４
１で受信した圧縮インデックス画像を信号処理部４２で伸張する。伸張されたインデック
ス画像がＬＣＤ４６に表示される。例えば３×４の１２分割画面として最大１２個（すな
わち、１２チャンネル）のインデックス画像が表示される。図７の例では、第１番目のチ
ャンネルから第８番目のチャンネルのインデックス画像がＬＣＤ４６上に表示されている
。
【００５７】
　そして、ユーザがインデックス表示を見ながら視聴したい番組を決定する。例えば所望
の番組のインデックス画像が表示されているタッチパネル４７上の位置をタッチすること
によって視聴したい番組が決定される。図７では、第７番目のチャンネルが選択されたこ
とが示されている。この選択指示が送受信機４１およびアクセスポイント１１を通じて無
線で１次ディスプレイ側へ送信される（ステップＳ３）。
【００５８】
　１次ディスプレイ側のシステムコントローラ２８は、２次ディスプレイ３からの選択指
示の信号を受け取り、メインチューナ２２ａが指示されたチャンネルを受信するように制
御する。上述した例では、第７番目のチャンネルが選択されているので、メインチューナ
２２ａが第７番目のチャンネルを受信する。メインチューナ２２ａの受信信号が画像処理
部２５等で処理され、１次ディスプレイ２には、第７番目のチャンネルの番組が表示され
る。
【００５９】
　なお、ディジタルチューナ２３の出力を１次側で表示していない時には、ディジタルチ
ューナ２３に順次選局動作を行わせ、各チャンネルの番組の内容を示すインデックス画像
を生成するようにしても良い。さらに、ブロードバンドを介して受け取ったストリーミン
グコンテンツから生成したインデックス画像を２次ディスプレイ３にて表示しても良い。
さらに、インデックス画像は、静止画像に限定されるものではなく、短時間の動画像であ
っても良い。この場合では、ＭＰＥＧ４等の動画像用の符号で圧縮がなされる。
【００６０】
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　上述したインデックス表示によって、１次ディスプレイによって視聴可能な全番組の内
容を一元的に把握することができ、その中で希望する番組を決定することができる。した
がって、大型ディスプレイを備えた１次ディスプレイ側でチャンネルを順次切り換えて放
送中の番組の内容を調べる必要がなくなり、頻繁にチャンネルを切り換えることにより不
快感を生じることがなくなり、ユーザの選局時の操作性を向上することができる。このよ
うな利点は、特に、受信可能な放送チャンネル数が多い場合や、ブロードバンドを介して
ストリーミングコンテンツを視聴可能な場合に大きい。
【００６１】
　さらに、この発明の一実施形態においては、タッチパネル４７上で指５２を下から上へ
動かす操作（スローの場合）、指５２を上から下へ動かす操作（キャッチの場合）、指５
２を上から下へ動かし、続けて、指５２を下から上へ動かす操作（スワップの場合）によ
って、所望の表示画像の切り換え処理の指示を行うようになされている。なお、リモコン
画面等に表示されているボタン操作によってこれらの表示画像の切り換えのための指示を
行うことも可能である。
【００６２】
　スローとは、２次ディスプレイ３で表示している画像と同一の画像を１次ディスプレイ
２に表示する処理である。キャッチとは、１次ディスプレイ２で表示している画像と同一
の画像を２次ディスプレイ３に表示する処理である。スワップとは、１次ディスプレイ２
の表示と２次ディスプレイ３の表示とを入れ替える処理である。このような表示画像の変
更の処理は、２次ディスプレイ３からのコマンドを１次ディスプレイ２側へ送信し、メイ
ンチューナ２２ａおよびサブチューナ２２ｂをシステムコントローラ２８によって制御す
ることで可能とされている。チューナの制御によって、１次ディスプレイ２の表示パネル
２１と２次ディスプレイ３のＬＣＤ４６の間で、恰もコンテンツを双方向にやりとりして
いるような印象を与える操作が可能とされている。
【００６３】
　図８は、画像表示の入れ替えの処理を実現する構成を概略的に示す。１次ディスプレイ
２側のシステムコントローラ２８がメインチューナ２２ａおよびサブチューナ２２ｂの選
局状態を制御する。メインチューナ２２ａの受信信号が１次ディスプレイ２において表示
され、サブチューナ２２ｂの受信信号が２次ディスプレイ３において表示される。
【００６４】
　２次ディスプレイ３において、タッチパネル４７上の操作によって発生したスローのコ
マンドを無線通信を介してシステムコントローラ２８に与えると、システムコントローラ
２８がメインチューナ２２ａの選局情報をサブチューナ２２ｂの選局情報と同一にする。
その結果、２次ディスプレイ３で表示している画像と同一の画像が１次ディスプレイ２に
表示される。
【００６５】
　キャッチのコマンドが２次ディスプレイ３において発生すると、システムコントローラ
２８がサブチューナ２２ｂの選局情報をメインチューナ２２ａの選局情報と同一にする。
その結果、１次ディスプレイ２で表示している画像と同一の画像が２次ディスプレイ３に
表示される。
【００６６】
　さらに、スワップのコマンドが２次ディスプレイ３において発生すると、システムコン
トローラ２８がメインチューナ２２ａの選局情報とサブチューナ２２ｂの選局情報とを入
れ替える。その結果、１次ディスプレイ２で表示されている画像と２次ディスプレイ３に
表示されている画像とが入れ替わる。
【００６７】
　図９は、放送コンテンツではなく、ブロードバンドを介して受信したストリーミングコ
ンテンツに関して上述したのと同様の操作を行うようにしたものである。ブロードバンド
接続およびＬＡＮ３１を介して受信されたストリーミングコンテンツがスイッチＳＷに入
力される。入力をインターネットに切り替え、ストリーミングコンテンツを選択すると、
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先ず、インターネットからのストリーミング信号がスイッチＳＷとアクセスポイント１１
を介して復号されずに無線で２次ディスプレイに伝送される。２次ディスプレイ３の信号
処理部４２においてストリーミング圧縮が復号され、２次ディスプレイ３によって映像お
よび音声を視聴できる。
【００６８】
　２次ディスプレイ３でストリーミングコンテンツを視聴している時に、スローの処理が
可能である。２次ディスプレイ３において、タッチパネル４７上の操作等でスローのコマ
ンドを１次ディスプレイ側のシステムコントローラ２８に送ると、システムコントローラ
２８がスイッチＳＷを１次側へ切り替えるように制御すると共に、信号処理部３２のＤＳ
Ｐ３３および３４に制御信号を送ることによって、受信したストリーミング信号の復号処
理を開始する。復号されたストリーミングコンテンツを１次ディスプレイ２によって視聴
できる。
【００６９】
　１次ディスプレイ２でストリーミングコンテンツを視聴している時に、キャッチの処理
が可能である。２次ディスプレイ３においてキャッチのコマンドを発生すると、システム
コントローラ２８がスイッチＳＷを２次側へ切り替え、復号していないストリーミング信
号が無線で２次ディスプレイ３へ送出される。２次ディスプレイ３の信号処理部４２によ
ってストリーミングコンテンツが復号され、ストリーミングコンテンツを２次ディスプレ
イ３で視聴できる。
【００７０】
　一実施形態では、一つのストリーミングコンテンツの入力しか持っていないために、ス
ワップを実現することができない。しかしながら、２以上のストリーミングコンテンツの
入力を持つ構成とすれば、スワップを行うことができる。このように、ブロードバンドを
介して受け取ったストリーミングコンテンツを１次ディスプレイと２次ディスプレイの間
で、即座に入れ替えて楽しむことが可能となる。
【００７１】
　この発明は、上述したこの発明の一実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の
要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えば１次ディスプレイ２お
よび２次ディスプレイ３間を無線に限らず有線で接続しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】この発明の一実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の一実施形態のより詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】この発明の一実施形態の画面の表示例の説明に用いる略線図である。
【図４】メニュー表示で選択されたメニューに対応する表示例を示す略線図である。
【図５】メニュー表示で選択されたメニューに対応する表示例を示す略線図である。
【図６】メニュー表示で選択されたメニューに対応する表示例を示す略線図である。
【図７】インデックス表示の説明のための略線図である。
【図８】放送コンテンツを視聴する時に、二つのチューナを制御して１次ディスプレイと
２次ディスプレイ間の表示を入れ替える処理を行うための説明に用いる略線図である。
【図９】ストリーミングコンテンツを視聴する時に、１次ディスプレイと２次ディスプレ
イ間の表示を入れ替える処理を行うための説明に用いる略線図である。
【符号の説明】
【００７３】
２・・・１次ディスプレイ、３・・・２次ディスプレイ、４・・・受け台、５・・・メデ
ィアレシーバ、１１・・・アクセスポイント、２２ａ・・・メインチュ
ーナ、２２ｂ・・・サブチューナ、２３・・・ディジタルチューナ、２８・・・
システムコントローラ、４３・・・システムコントローラ、４６・・・ＬＣＤ、４７・・
・タッチパネル、５１ａ・・・表示・センサー部、５１ｂ・・・センサー部、５２・・・
指、５３・・・被選択表示、５４・・・メニュー表示
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